
行革110番レポート No. 33    

行革110番代表　後藤雄一　連絡先　議会控室　直通/5320-7281　内線　56-985
　　　　　　　　　　　　　　　　自宅　　　　　　　5300-8457

平成15年7月2日

 都営住・自治会駐車場、

住宅局・住宅供給公社のおめこぼし !
　　　　　　　  <行革110番が指摘した以降も!>
  
<場所>
　調布市国領町にある「都営くすのきアパート」5号棟

1.　商店会駐車場の写真だ。↓「商店会駐車場-関係者以外の駐車はお断り致します」

2.　右の写真は、商店会駐車場の脇の道路(通路)。
黄色いペンキで駐車枠を書いてある。・・→、

3.　右写真の黄色枠内には、使用者の名前を彫り込んだプレートまで設置してある。↓

<問題点>
　この駐車場、住宅局の許可を得ていない。つまり、住宅局は長年に
渡り、何の管理も行っていない証拠だ。
�平成14年1月に行革110番が摘発した「都営住宅内に自治会が
違法に、緑地を駐車場に・・・、通路にペンキ枠をつくり駐車場に・・・。」事件が未だに続い
ていたのだ。
住宅局は、昨年6月に全ての都営住宅を調査し、是正した!　と報告していた。しかし、
実態はこの通り。
　行革110番に寄せられた情報では、この商店会駐車場は元「公園」を壊して作られた、と書か
れている。事実だとすれば、極めて悪質!　放置していた住宅局の責任は重大だ。
その上、この商店会駐車場の隣には、住宅局が最近つくった駐車場(写真1.の奥に位置する駐車場)
がある。ということは、行革110番が摘発した以降も、住宅局は「商店会駐車場」を確認してい
ながら放置していたことになる。
　この事件は、住宅局、そして、第２住宅局と呼ばれる「住宅供給公社」、このお役人
さんたちには都営住宅を管理する能力がない、ことを証明した。
�
　


